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   提案理由 

 この案を提出するのは、新図書館の移転に伴う図書館運営の変更をするにあたり、

所要の整備を図る必要があるからであります。 



   江南市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

 江南市立図書館の管理及び運営に関する規則（昭和５１年教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第２条及び第３条を削る。 

 第４条第１項中「午後６時３０分」を「午後８時」に改め、同条を第２条とする。 

 第５条第１項第２号中「第４木曜日」を「第２及び第４木曜日」に改め、同条を第

３条とする。 

 第６条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条を第４条とする。 

 第７条第１項中「閲覧室で利用しなければ」を「所定の場所において閲覧し、又は

視聴しなければ」に改め、同条に次の３項を加え、同条を第５条とする。 

２ 図書館において同時に利用できる資料の数量は、１０点以内とする。ただし、指

定管理者が必要があると認めるときは、これを増減することができる。 

３ 資料を利用した者は、退館するときに、係員へ返却しなければならない。 

４ 指定管理者が指定する図書館の設備又は器具（以下「図書館設備等」という。）

を利用しようとする者は、指定管理者に図書館設備等利用申請書（様式第１）を提

出しなければならない。ただし、図書館設備等のうち、指定管理者が別に指定する

ものについて、第７条に規定する利用カード又は行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項

に規定する個人番号カードのうち利用カード登録をしたもの（以下「利用カード登

録をした個人番号カード」という。）を提示した場合は、この限りでない。 

 第８条及び第９条を削る。 

 第１０条第１項中「様式第１」を「様式第２」に改め、同条第２項中「申込み」を

「申請」に改め、同条を第６条とする。 

 第１１条第１項中「図書等」を「資料」に、「貸出カード（様式第２）」を「利用

カード」に改め、同項に後段として次のように加える。 

  また、利用にあたっては、その都度、利用カード又は利用カード登録した個人番

号カードを提示しなければならない。 

 第１１条第２項中「貸出カードの」を「利用カードの」に、「貸出カード交付申請

書」を「図書館利用カード交付申請書」に改め、同条第３項中「愛知県内に居住し、

又は愛知県内に所在する学校、事業所等に通学又は通勤するもの」を「日本国内に住



所を有する者」に改め、同条第４項中「貸出カード」を「利用カード」に改め、同条

を第７条とする。 

 第１２条（見出しを含む。）中「図書等」を「資料」に改め、同条第２項中「返納」

を「返却」に改め、同条を第８条とする。 

 第１３条第３項中「第１５条」を「第１１条」に改め、同条を第９条とする。 

 第１４条中「図書」を「資料」に改め、同条を第１０条とする。 

 第１５条（見出しを含む。）中「貸出カード」を「利用カード」に改め、同条を第

１１条とする。 

 第１６条を第１２条とする。 

 第１７条第２項中「貸出カード交付申請書」を「図書館利用カード交付申請書（団

体用）」に改め、同項及び同条第３項中「貸出カード」を「利用カード」に改め、同

条を第１３条とする。 

 第１８条中「図書」を「資料」に、「返納」を「返却」に改め、同条を第１４条と

する。 

 第１９条を第１５条とする。 

 第２０条第２項中「市長は、」を削り、同条を第１６条とする。 

 第２１条を第１７条とする。 

 様式第２を削り、様式第１を次のように改め、同様式を様式第２とする。 



様式第２(第６条関係) 

 

  



附則の次に次の１様式を加える。 

 

様式第１(第５条関係) 

 



様式第３及び様式第４を次のように改める。 

 

様式第３（第７条関係） 

 



様式第４（第１３条関係） 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第５条第４項の規定に基づ

く図書館設備等の利用のための手続、第７条の規定に基づく資料の館外利用のため

の手続及び第１３条の規定に基づく貸出文庫の利用のための手続は、この規則の施

行日前においても行うことができる。 

３ 改正前の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第１１条第２項及び第１７

条２項の規定により交付された貸出カードは、改正後の江南市立図書館の管理及び

運営に関する規則第７条第２項及び第１３条第２項により交付されたものとみなす。 

 



（参 考） 

江南市立図書館の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則（案）

の新旧対照表 

新 旧 

 第2条及び第3条 削除 

(開館時間) (開館時間) 

第2条 条例第6条に規定する図書館の開館

時間は、午前9時から午後8時までとする。 

第4条 条例第6条に規定する図書館の開館

時間は、午前9時から午後6時30分までと

する。 

2    （略） 2    （略） 

(休館日) (休館日) 

第3条 条例第6条に規定する図書館の休館

日は、次のとおりとする。 

第5条    同左 

(1)     （略） (1)     （略） 

(2) 館内整理日 毎月第2及び第4木曜

日。ただし、その日が国民の祝日に関

する法律(昭和23年法律第178号)に規

定する休日に当たるときは、その翌日 

(2) 館内整理日 毎月第4木曜日。ただ

し、その日が国民の祝日に関する法律

(昭和23年法律第178号)に規定する休

日に当たるときは、その翌日 

(3)     （略） (3)     （略） 

2     （略） 2     （略） 

(利用者の制限) (利用者の制限) 

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれか

に該当する者に対しては、入館を拒否し、

又は退館を命ずることができる。 

第6条    同左 

(1)     （略） (1)     （略） 

 (2) 保護者等の付添いのない未就学児 

(2) その他管理上不適当と認める者 (3) その他管理上不適当と認める者 

(館内利用) (館内利用) 

第5条 図書館資料（電子書籍 （電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。）によって

第7条 図書館資料（電子書籍 （電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。）によって



新 旧 

作成されたもののうち、インターネット

その他教育委員会が定める方法により利

用が可能なものとして教育委員会が指定

するものをいう。以下同じ。）を除く。

以下「資料」という。)を利用しようとす

る者は、所定の場所において閲覧し、又

は視聴しなければならない。 

作成されたもののうち、インターネット

その他教育委員会が定める方法により利

用が可能なものとして教育委員会が指定

するものをいう。以下同じ。）を除く。

以下「資料」という。)を利用しようとす

る者は、閲覧室で利用しなければならな

い。 

2 図書館において同時に利用できる資料

の数量は、10点以内とする。ただし、指

定管理者が必要があると認めるときは、

これを増減することができる。 

 

3 資料を利用した者は、退館するときに、

係員へ返却しなければならない。 

 

4 指定管理者が指定する図書館の設備又

は器具(以下「図書館設備等」という。)

を利用しようとする者は、指定管理者に

図書館設備等利用申請書(様式第1)を提

出しなければならない。ただし、図書館

設備等のうち、指定管理者が別に指定す

るものについて、第7条に規定する利用カ

ード又は行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法

律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規

定する個人番号カードのうち利用カード

登録をしたもの(以下「利用カード登録を

した個人番号カード」という。)を提示し

た場合は、この限りでない。 

 

 (同時に利用できる図書) 

 第8条 図書館において同時に利用できる

図書の数量は、5冊以内とする。ただし、

指定管理者が必要があると認めるとき



新 旧 

は、これを増減することができる。 

 (資料の返納) 

 第9条 資料を利用した者は、退館するとき

に、係員へ返納しなければならない。 

(資料の複写) (資料の複写) 

第6条 資料の複写を求める者は、図書館資

料複写申請書(様式第2)により指定管理

者に申請しなければならない。 

第10条 資料の複写を求める者は、図書館

資料複写申請書(様式第1)により指定管

理者に申請しなければならない。 

2 前項の規定により申請をした者は、実費

を負担しなければならない。 

2 前項の規定により申込みをした者は、実

費を負担しなければならない。 

3及び4     （略） 3及び4      （略） 

(館外利用) (館外利用) 

第7条 資料を館外で利用しようとする者

は、利用カードを所持する者でなければ

ならない。また、利用にあたっては、そ

の都度、利用カード又は利用カード登録

をした個人番号カードを提示しなければ

ならない。 

第11条 図書等を館外で利用しようとする

者は、貸出カード(様式第2)を所持する者

でなければならない。 

2 前項に規定する利用カードの交付を受

けようとする者は、図書館利用カード交

付申請書(様式第3)により指定管理者に

申請しなければならない。 

2 前項に規定する貸出カードの交付を受

けようとする者は、貸出カード交付申請

書(様式第3)により指定管理者に申請し

なければならない。 

3 前項の貸出カードの交付を受けること

ができる者は、日本国内に住所を有する

者とする。 

3 前項の貸出カードの交付を受けること

ができる者は、愛知県内に居住し、又は

愛知県内に所在する学校、事業所等に通

学又は通勤するものとする。 

4 前項の利用カードの有効期間は、教育長

が別に定めるものとする。 

4 前項の貸出カードの有効期間は、教育長

が別に定めるものとする。 

(貸出資料) (貸出図書等) 

第8条 同時に貸出しできる資料の数量は1

0点以内とし、次の各号に掲げる資料の区

第12条 同時に貸出しできる図書等の数量

は10点以内とし、次の各号に掲げる図書



新 旧 

分に応じ、当該各号に定める数量を限度

とする。 

等の区分に応じ、当該各号に定める数量

を限度とする。 

(1)及び(2)     （略） (1)及び(2)     （略） 

2 貸出しの期間は、2週間以内とする。た

だし、返却すべき日が休館日に当たると

きは、その翌日とする。 

2 貸出しの期間は、2週間以内とする。た

だし、返納すべき日が休館日に当たると

きは、その翌日とする。 

3     （略） 3     （略） 

(郵送等貸出し) (郵送等貸出し) 

第9条    （略） 第13条    （略） 

2     （略） 2     （略） 

3 郵送等による図書の個人貸出しについ

ては、前条及び次条並びに第11条の規定

を準用する。この場合において、前条第2

項中「2週間以内」とあるのは「1月以内」

と読み替えるものとする。 

3 郵送等による図書の個人貸出しについ

ては、前条及び次条並びに第15条の規定

を準用する。この場合において、前条第2

項中「2週間以内」とあるのは「1月以内」

と読み替えるものとする。 

(貸出制限) (貸出制限) 

第10条 次の資料は、館外貸出しをするこ

とができない。 

第14条 次の図書は、館外貸出しをするこ

とができない。 

(1) 貴重な資料 (1) 貴重な図書 

(2) 館内において利用度の高い資料 (2) 館内において利用度の高い図書 

(3) その他指定管理者が館外利用を不

適当と認めた資料 

(3) その他指定管理者が館外利用を不

適当と認めた図書 

(利用カードの紛失等) (貸出カードの紛失等) 

第11条 利用カードの交付を受けた者(以

下「登録者」という。)は、利用カードを

紛失したときは、速やかに指定管理者に

届け出なければならない。この場合にお

いて、指定管理者は、再交付をすること

ができる。 

第15条 貸出カードの交付を受けた者(以

下「登録者」という。)は、貸出カードを

紛失したときは、速やかに指定管理者に

届け出なければならない。この場合にお

いて、指定管理者は、再交付をすること

ができる。 

2 前項の届出以前に利用カードが登録者

本人以外によって使用され、損害が生じ

2 前項の届出以前に貸出カードが登録者

本人以外によって使用され、損害が生じ



新 旧 

た場合は、その責は登録者本人に帰する

ものとする。 

た場合は、その責は登録者本人に帰する

ものとする。 

(電子書籍の利用) (電子書籍の利用) 

第12条    （略） 第16条    （略）  

(貸出文庫の利用) (貸出文庫の利用) 

第13条    （略） 第17条    （略） 

2 文庫を利用しようとする団体は、代表者

を定め、図書館利用カード交付申請書(団

体用)(様式第4)により指定管理者に申請

し、利用カードの交付を受けなければな

らない。 

2 文庫を利用しようとする団体は、代表者

を定め、貸出カード交付申請書(様式第4)

により指定管理者に申請し、貸出カード

の交付を受けなければならない。 

3 前項の利用カードの有効期間は、教育長

が別に定めるものとする。 

3 前項の貸出カードの有効期間は、教育

長が別に定めるものとする。 

4    （略） 4    （略） 

(貸出しの停止) (貸出しの停止) 

第14条 指定管理者は、貸出しを受けた資

料を定められた期日までに返却しない者

に対し、相当期間貸出しを停止すること

ができる。 

第18条 指定管理者は、貸出しを受けた図

書を定められた期日までに返納しない者

に対し、相当期間貸出しを停止すること

ができる。 

(資料の寄贈) (資料の寄贈) 

第15条   （略） 第19条   （略） 

(資料の寄託) (資料の寄託) 

第16条   （略） 第20条   （略） 

2 天災、その他避けがたい理由により寄

託された資料に損害を生じたときは、そ

の損害賠償の責任を負わない。 

2 市長は、天災、その他避けがたい理由

により寄託された資料に損害を生じたと

きは、その損害賠償の責任を負わない。 

(雑則)  (雑則)  

第17条   （略） 第21条   （略） 
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様式第２(第１１条関係) 
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様式第３(第７条関係) 
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様式第３(第１１条関係) 
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様式第４（第１３条関係） 
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様式第４（第１７条関係） 

 

 



○江南市立図書館の管理及び運営に関する規則（案） 

昭和５１年１月１９日 

教育委員会規則第１号 

改正 昭和５６年８月１３日教委規則第１号 

昭和５７年４月１４日教委規則第５号 

昭和５８年３月２６日教委規則第１号 

昭和５９年１月１８日教委規則第１号 

昭和６３年７月１日教委規則第３号 

平成２年６月５日教委規則第６号 

平成２年１２月６日教委規則第７号 

平成３年３月２２日教委規則第１号 

平成４年１月１３日教委規則第２号 

平成５年１１月１日教委規則第６号 

平成９年３月２８日教委規則第４号 

平成１５年２月２８日教委規則第７号 

平成１５年１２月２２日教委規則第９号 

平成１６年１０月２５日教委規則第３号 

平成１９年１月１０日教委規則第１号 

平成１９年１０月１日教委規則第７号 

平成２４年１０月１日教委規則第１号 

平成３０年２月６日教委規則第３号 

令和４年１０月３日教委規則第２号 

令和４年  月  日教委規則第 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、江南市立図書館の設置及び管理に関する条例（昭和５０年条例

第２８号）第８条の規定に基づき、図書館の管理及び運営について必要な事項を定

めるものとする。 

（開館時間） 



第２条 条例第６条に規定する図書館の開館時間は、午前９時から午後８時までとす

る。 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あら

かじめ教育委員会の承認を得て開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 条例第６条に規定する図書館の休館日は、次のとおりとする。 

（１）１月１日から同月４日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

（２）館内整理日 毎月第２及び第４木曜日。ただし、その日が国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日 

（３）特別整理期間 年間約１０日間 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あら

かじめ教育委員会の承認を得て休館日を変更することができる。 

（利用者の制限） 

第４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、

又は退館を命ずることができる。 

（１）酒気を帯びた者及び館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者 

（２）その他管理上不適当と認める者 

（館内利用） 

第５条 図書館資料（電子書籍 （電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）によって作成

されたもののうち、インターネットその他教育委員会が定める方法により利用が可

能なものとして教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。）を除く。以下「資

料」という。）を利用しようとする者は、所定の場所において閲覧し、又は視聴し

なければならない。 

２ 図書館において同時に利用できる資料の数量は、１０点以内とする。ただし、指

定管理者が必要があると認めるときは、これを増減することができる。 

３ 資料を利用した者は、退館するときに、係員へ返却しなければならない。 

４ 指定管理者が指定する図書館の設備又は器具(以下「図書館設備等」という。)を

利用しようとする者は、指定管理者に図書館設備等利用申請書（様式第１）を提出



しなければならない。ただし、図書館設備等のうち、指定管理者が別に指定するも

のについて、第７条に規定する利用カード又は行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に

規定する個人番号カードのうち利用カード登録をしたもの(以下「利用カード登録を

した個人番号カード」という。)を提示した場合は、この限りでない。 

（資料の複写） 

第６条 資料の複写を求める者は、図書館資料複写申請書（様式第２）により指定管

理者に申請しなければならない。 

２ 前項の規定により申請をした者は、実費を負担しなければならない。 

３ 指定管理者は、複写が不適当と認めるときは、申請に応じないことができる。 

４ 複写について、著作権法（昭和４５年法律第４８号）の規定による責任は、当該

複写の申請者が負うものとする。 

（館外利用） 

第７条 資料を館外で利用しようとする者は、利用カードを所持する者でなければな

らない。また、利用にあたっては、その都度、利用カード又は利用カード登録をし

た個人番号カードを提示しなければならない。 

２ 前項に規定する利用カードの交付を受けようとする者は、図書館利用カード交付

申請書（様式第３）により指定管理者に申請しなければならない。 

３ 前項の利用カードの交付を受けることができる者は、日本国内に住所を有する者

とする。 

４ 前項の利用カードの有効期間は、教育長が別に定めるものとする。 

（貸出資料） 

第８条 同時に貸出しできる資料の数量は１０点以内とし、次の各号に掲げる資料の

区分に応じ、当該各号に定める数量を限度とする。 

（１）図書 １０冊 

（２）視聴覚資料 ２点 

２ 貸出しの期間は、２週間以内とする。ただし、返却すべき日が休館日に当たると

きは、その翌日とする。 

３ 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじ



め教育委員会の承認を得て前項の貸出し数量及び貸出し期間を変更することができ

る。 

（郵送等貸出し） 

第９条 郵送等による図書の個人貸出しを受けることができる者は、市内に住所を有

する者で、身体上の障害等のため来館することが困難であると認められるものであ

り、かつ、本人又は保護者の申込みにより図書館においてその氏名、住所その他指

定管理者の定める事項の登録を受けたものとする。 

２ 郵送等による図書の個人貸出しに要する郵便料金その他の費用は指定管理者が負

担する。 

３ 郵送等による図書の個人貸出しについては、前条及び次条並びに第１１条の規定

を準用する。この場合において、前条第２項中「２週間以内」とあるのは「１月以

内」と読み替えるものとする。 

（貸出制限） 

第１０条 次の資料は、館外貸出しをすることができない。 

（１）貴重な資料 

（２）館内において利用度の高い資料 

（３）その他指定管理者が館外利用を不適当と認めた資料 

（利用カードの紛失等） 

第１１条 利用カードの交付を受けた者（以下「登録者」という。）は、利用カード

を紛失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。この場合にお

いて、指定管理者は、再交付をすることができる。 

２ 前項の届出以前に利用カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた

場合は、その責は登録者本人に帰するものとする。 

（電子書籍の利用） 

第１２条 電子書籍の利用について必要な事項は、教育長が別に定める。 

（貸出文庫の利用） 

第１３条 貸出文庫（以下「文庫」という。）は、指定管理者が適当と認めた市内の

団体に限り、その申込みに応じて貸し出すものとする。 

２ 文庫を利用しようとする団体は、代表者を定め、図書館利用カード交付申請書（団



体用）（様式第４）により指定管理者に申請し、利用カードの交付を受けなければ

ならない。 

３ 前項の利用カードの有効期間は、教育長が別に定めるものとする。 

４ 貸出文庫の貸出数量は、指定管理者が定め、期間は、２月以内とする。 

（貸出しの停止） 

第１４条 指定管理者は、貸出しを受けた図書を定められた期日までに返却しない者

に対し、相当期間貸出しを停止することができる。 

（資料の寄贈） 

第１５条 指定管理者は、資料の寄贈を受けたときは、目録を作成し記録しておかな

ければならない。 

（資料の寄託） 

第１６条 図書館に公開の目的で資料の寄託をしようとする者は、指定管理者の承認

を得なければならない。 

２ 天災、その他避けがたい理由により寄託された資料に損害を生じたときは、その

損害賠償の責任を負わない。 

（雑則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、

教育長の承認を得て指定管理者が定める。 

附 則 

この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年８月１３日教委規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５７年４月１４日教委規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５８年３月２６日教委規則第１号） 

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年１月１８日教委規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第１１条第４項の規定によ



り交付された館外貸出券は、改正後の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則

第１１条第４項により交付されたものとみなす。 

附 則（昭和６３年７月１日教委規則第３号） 

この規則は、昭和６３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２年６月５日教委規則第６号） 

この規則は、平成２年６月１日から施行する。 

附 則（平成２年１２月６日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年３月２２日教委規則第１号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年１月１３日教委規則第２号） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、第１１条、第１２条及び

第１５条の改正規定並びに様式第２及び様式第３の改正規定は、同年５月１３日か

ら施行する。 

２ 改正後の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第１１条の規定に基づく図

書等の館外利用のための手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成５年１１月１日教委規則第６号） 

１ この規則は、平成５年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第１６条の規定に基づく貸

出文庫の利用のための手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成９年３月２８日教委規則第４号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年２月２８日教委規則第７号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１２月２２日教委規則第９号） 

この規則は、平成１６年１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月２５日教委規則第３号） 

この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１月１０日教委規則第１号） 



この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１０月１日教委規則第７号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月１日教委規則第１号） 

この規則は、平成２４年１１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年２月６日教委規則第３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１０月３日教委規則第２号） 

この規則は、令和４年１０月３日から施行する。 

附 則(令和４年１１月 日教委規則第 号) 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第５条第４項の規定に基づ

く図書館設備等の利用のための手続、第７条の規定に基づく資料の館外利用のため

の手続及び第１３条の規定に基づく貸出文庫の利用のための手続は、この規則の施

行日前においても行うことができる。 

３ 改正前の江南市立図書館の管理及び運営に関する規則第１１条第２項及び第１７

条２項の規定により交付された貸出カードは、改正後の江南市立図書館の管理及び

運営に関する規則第７条第２項及び第１３条第２項により交付されたものとみなす。 



様式第１(第５条関係) 

 



様式第２（第６条関係） 

 



様式第３（第７条関係） 

 



様式第４（第１３条関係） 

 



令和４年議案第４６号 

 

   学校給食費の改定について 

 

 江南市立学校給食センターの管理及び運営に関する規則（昭和５５年３月２７日教

育委員会規則第５号）第５条に掲げる給食費について、下記のとおり教育委員会の議

決を求める。 

 

記 

 

 １．給食費の額 

               改 定 前      改 定 後 

   小学校１食       ２６０円       ２８０円 

   中学校１食       ２９０円       ３１０円 

 

 ２．改定の時期 

   令和５年４月１日 

 

  令和４年１１月２２日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、給食物資の値上り等により、給食費の改定をする必要があ

るからであります。 



 

   江南市学校給食費の改定について 

 

 学校給食費については、令和４年９月に改定し、１食当たり小学校２６０円、中学

校２９０円で実施しているところですが、昨今の物価高騰はさらに加速し、栄養価の

確保や給食内容の充実が出来ない状況になってまいりました。 

 従いまして、児童、生徒の健全な心身の育成を考え、より一層の給食内容の充実を

目指していくために、再度、給食費の改定をお願いするものであります。 

 

 

［改定理由］ 

基本物資、一般物資の値上げに伴う給食内容の低下を防ぐため。 

 



 

（参 考） 

 

   江南市立学校給食センターの管理及び運営に関する規則（抜粋） 

 

（給食費の額） 

第５条 給食費の額は、教育委員会が別に定める。 



 

令和４年議案第４７号 

 

   「親子のhappy spot ～子どもの育ち相談マルシェ～」の後援名義使用について 

 

 別紙の者より江南市教育委員会後援名義使用承認申込書の提出がありましたので、

江南市教育委員会の後援名義使用に関する要綱第３条第１項の規定に基づき江南市教

育委員会の承認を求める。 

 

  令和４年１１月２２日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘   

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市教育委員会の後援名義使用承認申込書を受理したか

らであります。 

 


